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農林産物直売所（三峰駐車場上）貸与　公募型プロポーザル実施要項
１　趣旨 
市では、秩父市公共施設等総合管理計画の推進を図るため、個別具体の方針や取り組みを体系的に定めた「秩父市個別施設計画」を策定している。
この要項は、農林産物直売所（三峰駐車場上）の活用について、民間事業者によるドローン技術やアイデア等を募り、大滝地域における人口減少による物流の維持・継続といった地域課題の解決モデルの構築、また当該施設を活用した地域の活性化に資する活用方法の提案募集を行う際に必要な事項を定めるものとする。


２　プロポーザル実施条件
プロポーザル実施に際し、応募等に要した費用は、応募者の負担とする。

３　対象施設
「 農林産物直売所（三峰駐車場上）」（秩父市三峰字上倉８－１）
 　※　施設概要については別紙のとおり

４　貸付期間
 　契約締結日から令和１２年３月３１日まで

５　貸付料及びその他費用負担
・施設等の貸付料は、秩父市行政財産の使用料に関する条例に基づき算定した額とする。
 　 年額269,940円
・以下の費用については借受者の負担とする。
（１）光熱水費等の維持管理費
（２）施設等及び設備の補修、改修に係る費用

６　プロポーザル方式について
　当該プロポーザル方式は、公募型（一定の条件を満たす参加者を広く募集するもの。）と
する。

７　参加資格 
本プロポーザルへの応募者は、以下に記載の参加資格要件を全て満たしている者とする。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第１項の規定に該当しないこと。
（２）法人、団体もしくは個人が提案した事業を自ら実施すること。
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者（厚生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
（４）本プロポーザル実施要領の公表の日から受託候補者の決定までの期間に、国・県・市において指名停止を受けていないこと。
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び秩父市暴力団排除条例に定められている暴力団又は暴力団員関係者でないこと。
（６）国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。
（７）法令等に基づく営業停止命令又は業務停止命令を受けていないこと。

８　スケジュール 
	日程
	実施項目
	手段・場所

	令和8年６月３日（水）
	実施要領等の公表
	ホームページ

	令和8年６月３日（水）
	書類受付開始
	

	令和８年６月10日（水）
	質問〆切
	メール又はFAX

	令和8年6月12日（金）
	質問回答
	ホームページ

	令和8年6月15日（月）
	参加申込書〆切
	持参又は郵送

	令和8年6月24日（水）
	提案書等〆切
	持参又は郵送

	令和8年７月2日（木）
	審査結果通知
	電子メール及び郵送

	令和8年7月10日（金）
	委託契約締結（予定）
	


※スケジュールは予定であり、市の都合により変更がある場合があります。

9　参加表明
提案書を提出する前に、以下の要領で参加申込書を提出（持参又は郵送）すること（令和８年6月15日（月）午後5時まで必着）。
（１）提出書類　「参加申込書（様式第1号）」
（２）提出期間　令和8年6月3日（水）から令和８年6月15日（月）まで
　　　　　　　　　※上記期間のうち、土日祝日を除く午前9時から午後5時まで
（３）提出先　〒369-1998　秩父市大滝4058
　　　　　　　　大滝総合支所　地域振興課





10　質疑・応答
実施要領に関して質問がある場合は以下の要領で質問書を提出すること。
（１）「質問書（様式第2号）」にて、下記にある大滝総合支所地域振興課あてに電子メール又はFAXにて提出すること。
※メール件名に「農林産物直売所（三峰駐車場上）貸与プロポ質問、送信年月日（西暦8桁）事業者名」を入力し、添付の1ファイルにまとめて提出すること。電子メール又はFAXにて質問書を送付した後は、必ず電話で送信した旨を伝え、着信したことを確認すること。

　大滝総合支所　地域振興課
　　　　Mail：ot-chiiki@city.chichibu.lg.jp
電話：0494-55-0861　FAX：0494-55-0172

（２）質問書には、質問者が選定できるような団体名や個人名を記載しないこと。
（３）問への回答は秩父市のホームページへ令和8年６月12日（金）に掲載する。

11　企画提案書の内容及び作成方法
（１）提案書の内容及び様式
参加表明書を提出した者は、次の書類を提出すること。
①企画提案書（様式第3号）
②事業者概要書（様式第4号）
③利活用計画書（様式第5号）
※プロポーザルは、調査、検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部を求めるものではない。求められた事項以外の内容を含む企画提案書については、提案を無効とする場合がある。
※企画提案内容は必要に応じ図表等を用いて簡潔で分かりやすいものとする。
（２）提出方法
提出書類は、持参・郵送（いずれの方法も提出期限内必着）とし、持参による提出の場合は、土、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く午前9時から午後5時までとする。また、上記以外の提出方法は不可とする。
（３）提出部数
原本1部、複写4部
（４）提出期限
令和8年6月24日（水）午後5時必着

（５）提出先
〒369-1998　埼玉県秩父市大滝4058
大滝総合支所　地域振興課
T E L：0494-55-0861
（６）提案書の取扱い
①提案書の提出後は、原則として提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。
②提出された提案書については、返却しないものとする。
③提出された提案書は、プロポーザル方式による優先交渉権者の選定のために使用し、また、複製等をすることができるものとする。

12　審査等 
（１）審査方法
 　全ての提出書類の内容に基づいて、総合的に審査する。なお、審査は非公開とする。

（２）優先交渉権者の選定
市職員で構成する「農林産物直売所（三峰駐車場上）貸与　プロポーザル実検討委員会」において、下記「（３）審査基準」に基づき総合的に審査し、各参加者の順位を決定し、第１位の参加者を優先交渉権者とし、次順位の参加者を次点交渉権者として選定する。なお、参加者が１者の場合は、総評価点が７０点以上であれば、第１位の優先交渉者とみなす。

（３）審査基準（配点は100点満点とする）
	評価項目
	配点

	実施する事業の目的や実施内容が明確かつ、アピールしたいことが明確になっているか。
	２０点

	周辺環境への配慮の方法が明確に記載された内容となっているか。
	２０点

	企画内容について実現可能性がある内容となっているか
	２０点

	地域の活性化につながる提案内容となっているか。
	２０点

	地域の状況を勘案した地域への参画のあり方が提案されているか。
	１０点

	責任者の配置、スタッフ体制、危機管理体制が明確に記載されているか
	１０点













（４）審査結果の通知
 　優先交渉権者を選定の後、参加者全員に対して、選定又は非選定の結果を通知する。
13　失格事項
次のいずれかに該当する場合、その参加者は失格とする。この場合において失格となった参加者が優先交渉権者に選定されているとき、発注者は、その選定を取り消し、その次に高い順位にある参加者を受託候補者に選定する。
（１）参加資格を満たさないことが分かったとき。
（２）提出した書類に虚偽の記載があったことが判明した場合。
（３）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。
（４）本実施要領に違反した場合。
（５）その他本プロポーザルの公平性を害する行為をした場合。
（６）資本関係又は人的関係のある複数の者（組合（共同企業体を含む））ではないこと。
　※「秩父市資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加制限に関する運用基準」の準用適用となる。

14　問い合わせ先
　秩父市　大滝総合支所　地域振興課
住所：埼玉県秩父市大滝4058
電話：0494-55-0861 
電子メール：ot-chiiki@city.chichibu.lg.jp


